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の 3年分一括払の自賠責保険料

Q:当社は、この度乗用車を購入し自賠責
保険料を支払いました。この自賠責保険料は

3年分一括払となっていますが、契約期間が

一年を超えていることから長期前払費用とし

て未経過期間に対応する保険料について前払

処理をしなければならないのでしょうか。

A:継続適用を条件に損金として処理する

ことができます。

【解説】

自賠責保険契約は一般の損害保険契約と性

格が異なり

~つ 、

、 保険期間も最長3年であり、か

保険料も少額であることから、強いて期

間対応して損金の額に算入しなければならな

ものとは考えられないため、継続して支出時

の損金として計上している場合にはその経理

処理が認められます。

つまり自賠責保険は、その締結が強制され

ていることや、その契約に係る保険料の支払

がなければ車検を受けることができないこと

から、その保険料は車検費用の一部とも考え

られているため、このような処理が認められ

ています。

また、保険料を年払で支払った場合にも、

短期前払費用（支出の日から一年以内に提供

を受ける役務に係る支払額）として継続適用

を条件に損金として処理することが認められ

ています。
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